
岡山県放課後児童支援員認定資格研修Ｑ＆Ａ 

令和２年１２月７日 

NO. 質     問 回     答 

１ 基準第 10 条第３項では、３号で児童福祉事

業に従事した者について、９号で放課後児

童健全育成事業に類似する事業について、

それぞれ２年以上の実務経験を求めている

が、児童福祉事業及び市町村が認める放課

後児童健全育成事業に類似した両事業に従

事した時間が、併せて２年以上かつ 2,000

時間以上であった（どちらか単独で２年以

上かつ 2,000 時間以上の条件を満たせな

い。）場合に、両事業の経験を合算し研修対

象者とみなすことは可能か。 

不可。省令基準第 10条第３項は、放課後児

童支援員の資格要件を定め、「各号いずれか

に該当する者」としているため、各号ごとの

要件を満たす必要がある。 

（厚生労働省「放課後児童指導員に係る都

道府県認定資格研修ガイドライン（案）」に

係るＱ＆Ａ【第２版】より抜粋。NO.2） 

２ 基準第 10 条第３項の３号、９号では、それ

ぞれ２年以上の実務経験が求められるが、

２年以上（かつ 2,000 時間以上）はいつ時

点での要件か。 

厚生労働省が示している上記Ｑ＆Ａ【第２

版】の NO.2 に、該当項目「３．（１）研修対

象者」として、２年以上の実務経験について

記載されていることより、研修を受講する

時点（申込時点）で要件を満たす必要があ

る。（※ただし、研修修了時までに要件を満

たす場合は、別途相談に応じる。） 

３ 保母資格を有している場合、省令基準第 10

条第３項の１号に該当する者として受講で

きるか。 

可。証明書類として、保母資格の証書の写し

を添付すること。 

４ 教員免許状の更新をしていない場合でも研

修の受講対象となるか。 

免許の更新をしておらず、失効している人

についても対象となる。（『放課後児童健全

育成事業等に係るＱ＆Ａ（新規分）【平成 30

年 3 月 30 日】』の NO.6～8 参照） 

５ 基準第 10 条第３項第１号、２号、４～８号

に該当する見込みのもの（年度末に資格取

得見込みなど）は、研修の受講対象となる

のか。 

資格等の取得見込みの段階では、県におい

て、学修状況の把握や、受講の適否を判断す

るに足る材料がないため不可。（『「放課後児

童支援員に係る都道府県等認定資格研修ガ

イドライン」に係るＱ＆Ａ（新規分）【令和

2年 3月 31 日現在】』参照） 

６ 基準第 10 条第３項の９号「２年以上放課後

児童健全育成事業に類似する事業に従事し

た者」とは、具体的にはどのような者のこ

とか。 

遊びを通じて児童と継続的な関わりを持っ

た経験のある者等が対象となる。（詳細は、

平成 26 年 5 月 30 日付、雇児育発 5030 第 1

号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環

境課長通知『「放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準について」の留意

事項について』を参照。） 

 












